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平成 27年４月 27日 

各 位 

   会 社 名  ス タ ン レ ー 電 気 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 北 野 隆 典 

（コード番号：６９２３ 東証第１部） 

    問合せ先 コーポレートマネジメント担当 

取締役 飯 野 勝 利  

(TEL ０３－６８６６－２２２２) 

 

「内部統制システム構築に関する基本方針」一部改定のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、｢内部統制システム構築に関する基本方針｣を一部

改定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 

 

記 

 

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会はコーポレートガ 

バナンスを一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体

としての法令遵守態勢の確立に努める。 

監査役会により内部統制システムの機能と有効性を監査する。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報として、取締役会等主要会議体の議事録、社内稟議、各種 

契約書等を｢文書管理規定」等の社内規定に基づき保管責任者、保管期間等を定め、文書 

又は電磁的情報により記録し、保存する。 

取締役及び監査役は、常時、これらの文書又は電磁的記録を閲覧することができるもの

とする。 

   情報の漏洩・滅失・紛失を防止するとともに情報の漏洩・滅失・紛失時の対応策を講じ 

るため、情報セキュリティ体制を構築し、規定等に基づき管理、運用、監査を実施する。 

 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

リスク管理を体系的に定める「リスク管理規定」を制定し、「リスク管理委員会」を設 

置し、代表取締役のもとにリスク管理体制を構築する。 

「リスク管理委員会」は、企業を取り巻く危険やリスクに迅速かつ的確に対処するよう

努めるとともに、取締役及び監査役に直ちに情報が伝わる仕組みを構築する。 
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（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

スタンレーグループ共有の基本的価値観である『スタンレーグループビジョン』を目指

して達成すべき 10 年間の目標として｢スタンレーグループ第２長期経営目標｣を策定し、

さらにその中期的な目標として中期３ヶ年経営計画及び毎年の単年度経営計画を策定し、

各期ごとに目標のレビューを実施し、結果をフィードバックすることにより業務の効率性

を確保するシステムを採用する。目標を達成するためのグループの体制として、事業部・

機能部門・地域（拠点）の３つの軸が連携する「３次元グループマトリクス経営」を採用

する。 

  当社の取締役は、当社グループ事業に精通し、「取締役会規則」に則って取締役会での

慎重な議論を経て事業経営に関する迅速かつ適切な経営判断を行う。 

全社的に影響を及ぼす重要な事項については、取締役会に諮る以前に多面的な検討を経

て慎重に決定するために、主な取締役で経営会議を組織し、審議する。 

これらの決裁体制により適正かつ効率的な意思決定を行う。 

 

（５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社グループは、『スタンレーグループ行動規範』を制定し、役員及び使用人がその行

動を律するために従うべき規範とする。 

    『スタンレーグループ行動規範』では、法令、社内の規則・規定等に限ることなく、企

業倫理(企業活動において守るべき社会から要請される社会・道徳規範)を対象とする。 

    『スタンレーグループ行動規範』を実効あるものとするために、企業倫理・法令遵守態

勢として「企業倫理規定」を定め、企業倫理を所管する取締役を選任し、企業倫理委員会

を組織するとともに、社内主要組織の長及び関係会社社長を企業倫理管理責任者として定

める。 

企業倫理委員会は、法令違反事案への対応、企業倫理・法令遵守管理方針の立案、企業

倫理・法令遵守状況の検証、社内教育等を行う。 

使用人等の法令違反行為等に関する内部通報制度として、企業倫理改善提案窓口を外部

の弁護士事務所に設置する。同窓口では、通報した使用人等を保護しながら、通報による

正当な指摘・意見を把握し、適切な処置を行う。 

企業倫理委員会は、企業倫理管理責任者から定期、不定期に活動報告を受けるとともに、

企業倫理・法令遵守に関して取締役会及び監査役会に報告する。 

 

（６）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

『スタンレーグループ行動規範』を当社グループ共通に適用する規範とする。 

    企業倫理改善提案窓口を当社及び子会社使用人全員が利用できるものとする。 

日常業務で発生する法令等に関する課題等については、当社の所管部門に対し子会社か

ら問合せを実施できる体制とし、各社の企業倫理・法令遵守に活用する。 

グループで共通に留意すべき企業倫理・法令遵守に関する事象については、当社の所管

部門から子会社に対して、情報提供等を実施するとともに、相互に情報交換を行う。 
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当社及び子会社の業務運営状況を把握し､その改善を図るため､コーポレートガバナン

ス推進室を代表取締役直属の組織として設置し、内部監査を担当させ、その結果を代表取

締役及び監査役会に報告させる。 

 ｢リスク管理委員会」は、グループ全体を取り巻く具体的リスクを予見し、そのリスク

がもたらす損失を予防するための対策を定めることに加え、危機が発生した場合には安全

を確保し、損失を最小限にとどめるための事後処理対策、再発防止策などを効果的かつ効

率的に講じることによって、事業の継続と安定的発展を確保する。 

    当社と子会社間の取引にあっては、グループ外の企業との取引と同様に、相互の利益を

尊重して契約審査、価格決定手順等を規定等に従って実施する。 

子会社の株主総会議案に対しては、その適法性、妥当性、効率性の観点から取締役会及

び経営会議で慎重に審議のうえ、議決権を行使する。 

取締役の中から子会社ごとに主管取締役を選定し、子会社の業務遂行の効率性、適正性

を指導・監督するとともに、子会社の業務遂行状況その他の重要な事項について子会社か

ら報告を受け、必要に応じて、取締役会等の重要な会議に報告する。 

当社グループの監査役の連携を強化するため、関係会社監査役連絡会を定期的に開催す

る。 

    当社グループは反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係

を遮断する。反社会的勢力及び団体への対応は総務部が統括部門となり、所轄の警察署、

顧問弁護士との連携を強化し情報収集に努める。 

 

（７）監査役の職務の補助使用人に関する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

コーポレートガバナンス推進室に所属する使用人の一部を監査役及び監査役会の職務 

を補助すべき使用人として選定する。 

当該使用人の任命・解雇・配転等の人事異動を行う場合、及び当該使用人を懲罰に処す 

る場合には、事前に監査役と協議する。 

    監査役及び監査役会の職務を補助すべき使用人の業務については、監査役が当該業務を

担当する使用人に対し、直接指揮命令することができる。 

 

（８）監査役への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不 

利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

取締役は、①経営会議で決議された事項、②当社グループに著しい損害を及ぼすおそれ

のある事項、③毎月の経営状況、事業の遂行状況及び財務状況に関する事項、④内部監査

及びリスク管理に関する事項、⑤重大な法令、定款違反に関する事項、⑥その他企業倫理・

法令遵守上重要な事項について、使用人は、上記②、⑤及び⑥の事項について、監査役又

は監査役会に対して当該事項を遅滞なく報告するものとする。 

子会社の取締役、監査役、使用人等は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのあ

る事項、重大な法令、定款違反に関する事項、その他企業倫理・法令遵守上重要な事項に
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ついて、当社の監査役又は監査役会に直接又は当社の関係部門を通じて遅滞なく報告する

ものとする。 

監査役又は監査役会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利

な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役職員に周知する。 

 

（９）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

    監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払等の請求をしたときは、当

該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を

除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。 

  

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、監査役会において監査の方針、監査計画、監査の方法等その職務を遂行する

うえで必要と認めた事項を定めるものとする。 

監査役会は、内部統制の実施状況を監査するために、いつでもコーポレートガバナンス

推進室、総務部、経理部その他必要な部門を担当する取締役及び使用人から報告を受ける

ことができるものとする。 

監査役は、事業部会等の重要な会議に出席できるものとする。 

監査役会は代表取締役と定期的な会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環

境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請

を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めるものとする。 

監査役会は代表取締役及び取締役会に対して、監査方針及び監査計画並びに監査の実施

状況及び結果について適宜説明するものとする。 

監査役会は、定期に会計監査人と会合をもち、会計監査の状況等について報告を求める

ものとする。 

 

以 上 


